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過年度決算短信等の修正に関するお知らせ 
 
 
 平成 20 年 8 月 29 日付｢売上計上基準の変更及び過年度決算短信等の変更について｣により

発表いたしましたとおり、当社において過年度に亘る不適切な会計処理（以下、｢本不適切会

計処理｣といいます）が行なわれていたことが判明いたしております。 
 株主・投資家及び市場関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしておりま

すことを深くお詫び申しあげます。 
 当該事実を受けて当社は、社内調査委員会を設置し、社内調査がほぼまとまった頃、顧問弁

護士及び会計監査人に報告し、意見を伺いながら過年度の決算短信等に与える影響の正確な把

握に努めてまいりました。 
また、社内調査委員会の報告書に基づき、過年度決算の適法性、公平性、公正性の面から検

証すべく当社とは独立した立場の第三者調査委員会を設置いたしました。 
 それらの報告を受けて当社は、本日開催の取締役会において過去 5 期分の決算短信及び中間

決算短信の訂正の他、過年度の有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書について決議し、

関東財務局長宛に提出いたしました。 
訂正後の連結財務諸表および財務諸表については、平成 20 年 3 月まで当社の会計監査人で

ありました清新監査法人より監査報告書を受領し、無限定適正意見をいただいております。 
 
1.不適切な会計処理が発見された経緯 
 ①平成 21 年 3 月期から当社会計監査人となった監査法人ブレインワークより、平成 21 年 3

月期第 1 四半期のレビューにあたり売上に関して｢検収売上方式となっているが検収の定

義がきちんと定められていないため、個別の事情に合わせた個人または会社の裁量によっ

て売上にするかどうか判断されている。売上は契約時に定められた機械等の仕様、性能、

品質及び期日等を完全に満たしていることを確認できる検収書の受領をもって売上計上
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すべき｣との指摘を受けました。 
 ②今期から売上計上時期の適正化を図ることにより、過年度決算における売上高、損益、棚

卸資産、キャッシュフローなどの数値に影響が出るため、平成 20 年 3 月まで当社の会計

監査人でありました清新監査法人と平成 20 年 4 月からの監査法人ブレインワークとで協

議いたしておりました。 
 ③売上計上時期に関しては、変更前の個別事情を考慮した顧客と当社との総合判断だったも

のを、変更後は契約時に検収条件を明確にし検収にあたっては、その検収条件と正確な照

合を行ない全てを満足することを十分に立証できる検収書の受領をもって売上計上する

ことにいたしました。 
 
 
2.不適切な会計処理が行われた経緯 
 ①関与者 

代表取締役会長兼社長と専務取締役は、その他の役員や担当部長、課長に付し、売上早期

計上を示唆するような指示をいたしましたが、具体的な取引について指示はいたしておりま

せん。これを受けて営業・製造・生産・経理などの業務担当者は、それぞれの立場から売上

計上に必要な検収書などの諸書類を揃える作業をいたしました。 
 ②動機 

当社は、平成 17 年頃から収益性の改善が見られるようになり、業績の黒字定着をすべく

代表取締役会長兼社長と専務取締役はその他の役員などに｢機械完成が翌期になりそうな取

引については、時間外勤務時間を延長してでも機械完成を早め、販売部門は機械の検収を早

め、何としても売上目標を達成せよ｣などの指示をいたしました。 
  この緊迫した目標達成のための考えは、管理職，一般社員にまで浸透しており、そのこと

が結果として売上の早期計上の一翼を任うことになってしまいました。 
  ただ、その動機が実行に結びついたもう一つの側面は、売上の基準となる検収条件が明確

でないため、顧客との合意次第で検収時期は前後に移動することが比較的容易であり、会社

や個人の裁量によってある範囲内で調整できたことであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



3.過年度業績への影響金額 
平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期における本不適切会計処理による過年度業績への

影響額は、次のとおりであります。なお、下表にて△を付したものは、減少または損失を表

わします。 
 
平成 16 年 3 月期      （単位：千円） 
  修 正 前 修 正 後 減少又は増加額 比率（％）

売  上  高 4,556,437 4,122,224 △434,212 △9.5%
売 上 原 価 3,509,868 3,249,752 △260,115 △7.4%
売 上 総 利 益 1,046,568 872,471 △174,097 △16.6%
営 業 利 益 108,074 △64,851 △172,925 －

経 常 利 益 33,954 △138,970 △172,925 －

当 期 純 利 益 △54,213 △227,046 △172,832 －

 
平成 17 年 3 月期      （単位：千円） 
  修 正 前 修 正 後 減少又は増加額 比率（％）

売  上  高 3,957,729 4,128,832 171,102 4.3%
売 上 原 価 2,935,938 3,037,913 101,974 3.5%
売 上 総 利 益 1,021,790 1,090,919 69,128 6.8%
営 業 利 益 150,444 219,329 68,884 45.8%
経 常 利 益 84,733 153,618 68,884 81.3%
当 期 純 利 益 21,596 90,481 68,884 319.0%

 
 
平成 18 年 3 月期      （単位：千円） 
  修 正 前 修 正 後 減少又は増加額 比率（％）

売  上  高 3,885,585 3,864,095 △21,490 △0.6%
売 上 原 価 2,945,222 2,924,426 △20,796 △0.7%
売 上 総 利 益 940,363 939,669 △694 △0.1%
営 業 利 益 84,316 83,885 △430 △0.5%
経 常 利 益 23,670 23,239 △430 △1.8%
当 期 純 利 益 △29,006 △29,436 △430 －

 
 
 

3 



平成 19 年 3 月期      （単位：千円） 
  修 正 前 修 正 後 減少又は増加額 比率（％）

売  上  高 3,303,050 3,403,700 100,650 3.0%
売 上 原 価 2,377,212 2,432,206 54,993 2.3%
売 上 総 利 益 925,837 971,494 45,656 4.9%
営 業 利 益 142,135 187,230 45,095 31.7%
経 常 利 益 78,771 123,867 45,095 57.2%
当 期 純 利 益 13,379 58,475 45,095 337.0%

 
平成 20 年 3 月期      （単位：千円） 
  修 正 前 修 正 後 減少又は増加額 比率（％）

売  上  高 3,865,054 3,522,304 △342,750 △8.9%
売 上 原 価 2,990,407 2,741,220 △249,187 △8.3%
売 上 総 利 益 874,646 781,084 △93,562 △10.7%
営 業 利 益 79,871 △2,263 △82,134 －

経 常 利 益 17,978 △64,155 △82,134 －

当 期 純 利 益 17,607 △97,074 △114,681 －

 
 
4.訂正を行なう過年度決算短信及び中間決算短信 
  当社は、本不適切会計処理がなされた期間（平成 15 年 4 月から平成 20 年 3 月まで）に

ついては、期ごとに訂正した決算短信及び中間決算短信を開示しておりますので、訂正の詳

細については、下記をご参照下さい。なお、同期間の有価証券報告書及び半期報告書につき

ましては、本日関東財務局に提出を行なっております。(平成 18 年 3 月期訂正半期報告書及

び訂正有価証券報告書につきましては、事務手続き上の問題により、平成 20年 9月 29日(月)
に提出を行う予定です。) 

 （訂正）平成 16 年 3 月期決算短信（平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日まで） 
 （訂正）平成 17 年 3 月期決算短信（平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日まで） 
 （訂正）平成 18 年 3 月期決算短信（平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで） 
 （訂正）平成 19 年 3 月期決算短信（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで） 
 （訂正）平成 20 年 3 月期決算短信（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで） 
（訂正）平成 15 年 9 月期中間決算短信（平成 15 年 4 月 1 日から平成 15 年 9 月 30 日まで） 
（訂正）平成 16 年 9 月期中間決算短信（平成 16 年 4 月 1 日から平成 16 年 9 月 30 日まで） 
（訂正）平成 17 年 9 月期中間決算短信（平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで） 
（訂正）平成 18 年 9 月期中間決算短信（平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 9 月 30 日まで） 
（訂正）平成 19 年 9 月期中間決算短信（平成 19 年 4 月 1 日から平成 19 年 9 月 30 日まで） 
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5.社内調査委員会の結果について 
  この件につきまして、平成 20 年 8 月 20 日社内調査チームを設置しました。社内調査チ

ームから 9 月 20 日付社内調査報告書が提出されました。 
 
 添付資料 

・ 弊社平成 21 年 3 月期四半期決算の監査に関わる社内調査報告書（抜粋） 
・ 第三者調査委員会（平成 21 年 3 月期四半期決算に付する）調査報告書（抜粋） 
・ 第三者調査委員会（平成 20 年 3 月期決算に付する）答申書 

                                       以上 














